
第

六

百

九

十

二

号

令

和

八

年

六

月

九

日

(

火
曜
日)

目

次

公

示

○
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
適
当
の
決
定

(

農
地
整
備
課)

二
四
一
ペ
ー
ジ

○
土
地
改
良
区
の
施
設
管
理
規
程
の
認
可

(

同

)

二
四
二

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

(

同

)

二
四
二

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更

(

同

)

二
四
二

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

会

計

課)

二
四
三

公

示

○
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
適
当
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
四
十
八
条
第
九

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
を
適
当

と
決
定
し
た
の
で
、
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公

示
し
、
変
更
後
の
土
地
改
良
事
業
計
画
書
及
び
定
款
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
土
地
改
良
事
業
に
関
係
の
あ
る
土
地
又
は
そ
の
土
地
に
定
着
す
る
物
件
の
所
有
者
、
当

該
土
地
改
良
事
業
に
関
係
の
あ
る
水
面
に
つ
き
漁
業
権
又
は
入
漁
権
を
有
す
る
者
そ
の
他
こ
れ
ら
の
土

地
、
物
件
又
は
権
利
に
関
し
権
利
を
有
す
る
者
で
、
当
該
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
を
適
当
と
し
た

決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
岐
阜
県
知
事
に
対
し
て

異
議
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
八
年
六
月
九
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

施
行
者
名

富
加
町
木
曽
川
右
岸
用
水
土
地
改
良
区

二

施
行
に
係
る
地
区
名

富
加
町
木
曽
川
右
岸
用
水
土
地
改
良
区

三

縦
覧
場
所

岐
阜
県
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト(

農
地
整
備
課)

四

縦
覧
期
間

令
和
八
年
六
月
九
日
か
ら
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
八
年
六
月
九
日



令
和
八
年
六
月
二
十
九
日
ま
で

○
土
地
改
良
区
の
施
設
管
理
規
程
の
認
可

土
地
改
良
法(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

土
地
改
良
区
の
施
設
管
理
規
程
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す

る
。

令
和
八
年
六
月
九
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

土
地
改
良
区
の
名
称

富
加
町
木
曽
川
右
岸
用
水
土
地
改
良
区

二

認
可
し
た
管
理
規
程

富
加
町
木
曽
川
右
岸
用
水
土
地
改
良
区
頭
首
工
管
理
規
程

三

認
可
年
月
日

令
和
八
年
五
月
二
十
七
日

四

管
理
規
程
の
概
要

羽
生
頭
首
工
、
絹
丸
頭
首
工
及
び
大
洞
頭
首
工
の
維
持
、
操
作
そ
の
他
の
管
理
に
つ
い
て
必
要
な

事
項
を
定
め
る
も
の

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
八
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公

示
し
、
当
該
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五

日
以
内
に
岐
阜
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
右
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
、
岐
阜
県
を
被
告
と
し
て(

訴
訟
に
お
い
て
岐
阜
県
を
代
表
す
る

者
は
岐
阜
県
知
事
と
な
る
。)

、
土
地
改
良
事
業
計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
八
年
六
月
九
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

縦
覧
に
供
す
る
土
地
改
良
事
業
計
画
の
事
業
名
及
び
地
区
名

事
業
名

県
営
農
村
振
興
総
合
整
備
事
業

地
区
名

い
け
だ
地
区

二

縦
覧
場
所

岐
阜
県
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト(

農
地
整
備
課)

三

縦
覧
期
間

令
和
八
年
六
月
九
日
か
ら

令
和
八
年
六
月
二
十
九
日
ま
で

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
八
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
当
該
変
更
後
の
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
十
五
日
以
内
に
岐
阜
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
右
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
、
岐
阜
県
を
被
告
と
し
て(

訴
訟
に
お
い
て
岐
阜
県
を
代
表
す
る

者
は
岐
阜
県
知
事
と
な
る
。)

、
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で

き
る
。令

和
八
年
六
月
九
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

縦
覧
に
供
す
る
土
地
改
良
事
業
計
画
の
事
業
名
及
び
地
区
名

事
業
名

県
営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業(

農
業
用
用
排
水
施
設
整
備
・
農
道
整
備
・
暗
渠
排

水)
地
区
名

や
さ
か
地
区

二

縦
覧
場
所

岐
阜
県
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト(

農
地
整
備
課)

三

縦
覧
期
間

第 692 号 岐 阜 県 公 報 令和８年６月９日 ( 242 )



令
和
八
年
六
月
九
日
か
ら

令
和
八
年
六
月
二
十
九
日
ま
で

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
九
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

１
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量
岐
阜
県
警
察
航
空
機
(ベ
ル
式
412EP型

)
エ
ン
ジ
ン
リ
ダ
ク
シ
ョ

ン
ギ
ア
ボ
ッ
ク
ス
修
理
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
随
意
契
約

３
随
意
契
約
の
理
由
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政

令
(平
成
７
年
政
令
第
372号

)
第
11条
第
１
項
第
２
号
該
当

４
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日
令
和
８
年
４
月
23日

５
契
約
の
相
手
方
の
住
所
及
び
氏
名
愛
知
県
小
牧
市
大
字
東
田
中
1200番

地

Ｍ
Ｈ
Ｉ
エ
ア
ロ
エ
ン
ジ
ン
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役
吉
村
巌

６
契
約
金
額
71,786,000円

別
表

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
警
察
本
部
総
務
室
会
計
課
調
達
第
二
係

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
九
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

１
製
造
物
品
の
名
称
及
び
予
定
数
量
別
表
の
と
お
り

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
８
年
２
月
27日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
８
年
４
月
９
日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
別
表
の
と
お
り

６
落
札
金
額
(単
価
)
別
表
の
と
お
り

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
警
察
本
部
総
務
室
会
計
課
調
達
第
二
係

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号
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３ ２ １ 警
察
官
用
制
服

物
品
の
名
称

男
性
警
察
官
用
夏
ズ
ボ
ン

(ア
ジ
ャ
ス
タ
ー
式
)

警
察
官
用
夏
服
上
衣
第
二
種
(半
袖
)

男
性
警
察
官
用
夏
服
上
衣
(長
袖
)

1,430着

1,190着

670着

予
定
数
量

12,595円

10,758円

12,837円

落
札
単
価

岐
阜
市
正
木
中
一
丁
目
１
番
１
号

カ
ワ
ボ
ウ
株
式
会
社

代
表
取
締
役
川
島
政
樹

岐
阜
市
敷
島
町
五
丁
目
２
番
地
の
８

丸
長
産
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役
井
谷
正
東

岐
阜
市
茜
部
中
島
三
丁
目
33番
地
１

マ
ル
ギ
繊
維
株
式
会
社

代
表
取
締
役�

博

落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
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18 17 16 15 14 13 12 11 10 ９ ８ ７ ６ ５ ４

男
性
警
察
官
用
夏
帽
子

警
察
官
用
冬
活
動
帽

女
性
警
察
官
用
冬
帽
子

男
性
警
察
官
用
冬
帽
子

夏
期
用
防
炎
出
動
服
(略
帽
付
)

出
動
服
(ド
ラ
イ
・
ス
ト
レ
ッ
チ
仕
様
)

(略
帽
付
)

女
性
警
察
官
用
雨
衣
(Ⅰ
種
)

(ケ
ミ
カ
ル
リ
サ
イ
ク
ル
仕
様
)

男
性
警
察
官
用
雨
衣
(Ⅰ
種
)

(ケ
ミ
カ
ル
リ
サ
イ
ク
ル
仕
様
)

女
性
警
察
官
用
防
寒
服
(Ⅱ
種
)
(イ
ン

ナ
ー
着
脱
式
)

男
性
警
察
官
用
防
寒
服
(Ⅱ
種
)
(イ
ン

ナ
ー
着
脱
式
)

女
性
警
察
官
用
合
ネ
ク
タ
イ

男
性
警
察
官
用
合
ネ
ク
タ
イ

女
性
警
察
官
用
合
ワ
イ
シ
ャ
ツ

男
性
警
察
官
用
合
ワ
イ
シ
ャ
ツ

女
性
警
察
官
用
夏
服
上
衣
(長
袖
)

390個

380個

50個

310個

110着

210着

70着

380着

70着

260着

100本

690本

220着

1,380着

210着

6,380円

4,609円

8,470円

6,600円

54,527円

40,469円

27,115円

26,906円

36,003円

35,783円

1,848円

1,848円

11,132円

10,824円

12,980円

愛
知
県
名
古
屋
市
千
種
区
今
池
四
丁
目
５
番
14号

株
式
会
社
飯
田
帽
子
店

代
表
取
締
役
武
井
厚

愛
知
県
名
古
屋
市
千
種
区
今
池
四
丁
目
５
番
14号

株
式
会
社
飯
田
帽
子
店

代
表
取
締
役
武
井
厚

愛
知
県
名
古
屋
市
千
種
区
今
池
四
丁
目
５
番
14号

株
式
会
社
飯
田
帽
子
店

代
表
取
締
役
武
井
厚

愛
知
県
名
古
屋
市
千
種
区
今
池
四
丁
目
５
番
14号

株
式
会
社
飯
田
帽
子
店

代
表
取
締
役
武
井
厚

岐
阜
市
茜
部
中
島
三
丁
目
33番
地
１

マ
ル
ギ
繊
維
株
式
会
社

代
表
取
締
役�

博

岐
阜
市
茜
部
中
島
三
丁
目
33番
地
１

マ
ル
ギ
繊
維
株
式
会
社

代
表
取
締
役�

博

岐
阜
市
金
園
町
三
丁
目
25番
地

株
式
会
社
ウ
ス
イ
消
防

代
表
取
締
役
臼
井
潔

岐
阜
市
金
園
町
三
丁
目
25番
地

株
式
会
社
ウ
ス
イ
消
防

代
表
取
締
役
臼
井
潔

岐
阜
市
金
園
町
三
丁
目
25番
地

株
式
会
社
ウ
ス
イ
消
防

代
表
取
締
役
臼
井
潔

岐
阜
市
金
園
町
三
丁
目
25番
地

株
式
会
社
ウ
ス
イ
消
防

代
表
取
締
役
臼
井
潔

岐
阜
市
正
木
中
一
丁
目
１
番
１
号

カ
ワ
ボ
ウ
株
式
会
社

代
表
取
締
役
川
島
政
樹

岐
阜
市
正
木
中
一
丁
目
１
番
１
号

カ
ワ
ボ
ウ
株
式
会
社

代
表
取
締
役
川
島
政
樹

大
阪
府
大
東
市
新
田
北
町
１
―
36―
306

株
式
会
社
リ
ム
ー
ト

代
表
取
締
役
園
部
正
史

大
阪
府
大
東
市
新
田
北
町
１
―
36―
306

株
式
会
社
リ
ム
ー
ト

代
表
取
締
役
園
部
正
史

岐
阜
市
茜
部
中
島
三
丁
目
33番
地
１

マ
ル
ギ
繊
維
株
式
会
社

代
表
取
締
役�

博
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23 22 21 20 19

警
察
官
用
短
靴

半
長
靴

警
察
官
用
ベ
ル
ト

警
察
官
用
夏
活
動
帽

女
性
警
察
官
用
夏
帽
子

1,330足

430足

560本

450個

60個

6,600円

17,160円

3,025円

4,290円

8,910円

大
垣
市
日
の
出
町
１
―
５

株
式
会
社
ソ
ル
デ
ィ

代
表
取
締
役
國
枝
弘
美

岐
阜
市
敷
島
町
五
丁
目
２
番
地
の
８

丸
長
産
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役
井
谷
正
東

東
京
都
渋
谷
区
恵
比
寿
西
二
丁
目
３
番
13号

株
式
会
社
武
田
商
店

代
表
取
締
役
武
田
昌
雄

愛
知
県
名
古
屋
市
千
種
区
今
池
四
丁
目
５
番
14号

株
式
会
社
飯
田
帽
子
店

代
表
取
締
役
武
井
厚

愛
知
県
名
古
屋
市
千
種
区
今
池
四
丁
目
５
番
14号

株
式
会
社
飯
田
帽
子
店

代
表
取
締
役
武
井
厚
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令
和
八
年
六
月
九
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


